
１ 健全化判断比率
　市の健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準※１およ
び財政再生基準※２を下回りました。

２　資金不足比率について
　各公営企業会計の資金不足額が、事業の規模に対してど
のくらいの割合になるのかを示す指標で、資金不足比率が
経営健全化基準※３（20.0％）を超えた場合には、企業ごとに、
「経営健全化計画」の策定と外部監査の導入が義務付けられ、
経営の健全化に取り組むことになります。
　市では、水道事業会計、市立病院事業会計、下水道事業
特別会計、農業集落排水事業特別会計、戸別合併処理浄化
槽事業特別会計および公設地方卸売市場特別会計のいずれ
の公営企業会計も資金不足は生じませんでした。
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用語解説
※１　早期健全化基準
　地方公共団体が、財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計
画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結
実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率のそれぞれについ
て定められた数値です。

※２　財政再生基準
　地方公共団体が、財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全
化を図ることが困難な状況において、国等の関与により計画的にその
財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比
率および実質公債費比率のそれぞれについて、早期健全化基準を超え
るものとして定められた数値です。

※３　経営健全化基準
　地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図
るべき基準として、資金不足比率について定められた数値です。

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）」に基づき、下記のとおり公表します。
　いずれの指標についても、平成25年度に引き続き、市の財政が健全である結果となりました。特に、
実質公債費比率は、厳しい財政状況にあるため、市役所全体で経費節減に取り組んだ結果、前年度の
比率を大きく下回り、健全性がより増しているといえます。

表1　　市の健全化判断比率　　　　（単位：％）
健全化判断比率
（秩父市の数値）

早期健全化基
準※1

財政再生基準
※2

実質赤字比率 ― 12.63 20.00

連結実質赤字比率 ― 17.63 30.00

実質公債費比率 4.3 25.00 35.00

将来負担比率 46.5 350.0

○ 実質赤字比率と連結実質赤字比率は、赤字額がないため比率がな
いものとされます（「－」と表示）。

表２　　健全化判断比率等と秩父市の会計区分
会計区分 会計名称 健全化判断比率

一般会計等 一般会計

実
質
赤
字
比
率
連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

公
営
企
業
会
計

水道事業会計
市立病院事業会計
下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
戸別合併処理浄化槽事業特別会計
公設地方卸売市場特別会計

資
金
不
足
比
率

公営事業会計 国民健康保険特別会計（事業勘定）
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
駐車場事業特別会計

一部事務組合・
広域連合

秩父広域市町村圏組合
埼玉県市町村総合事務組合
彩の国さいたま人づくり広域連合
埼玉県後期高齢者医療広域連合

第三セクター

秩父市地域振興公社
ちちぶ観光機構
龍勢の町よしだ
源流郷おおたき
秩父地域地場産業振興センター

平成26年度決算

財政健全化判断比率等財政健全化判断比率等を公表公表します。
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も
車
も
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転
車
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・
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埼
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県
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
冬

の
交
通
事
故
防
止
運
動
を
実
施
し
ま
す
。

運
動
の
重
点
目
標

①
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

　

朝
夕
の
薄
暗
い
時
間
帯
や
夜
間
に
は

反
射
材
を
身
に
つ
け
ま
し
ょ
う
。
ド
ラ

イ
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ー
の
皆
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、
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の
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の
特
徴
を
理
解
し
、
思
い
や
り
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る
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が
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う
。
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車
の
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全
利
用
の
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③ 

飲
酒
運
転
の
根
絶
お
よ
び
路
上
寝
込

み
等
に
よ
る
交
通
事
故
防
止

　

飲
酒
運
転
は
悪
質
な
犯
罪
で
あ
る
こ

と
を
自
覚
し
、
家
庭
・
職
場
・
飲
食
店

で
は
、「
し
な
い
、
さ
せ
な
い
、
ゆ
る
さ

な
い
」
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。
路
上
で

寝
込
ん
で
い
る
人
を
見
か
け
た
ら
速
や

か
に
警
察
に
通
報
し
ま
し
ょ
う
。
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